
参 考 資 料

103



参考資料１ 生活保護の動向

ア 近年の保護動向

被保護人員・保護率については、平成７年を底に上昇している。被保護人員の対前年

同月比をみると、減少傾向にあり、直近の平成２３年９月には、対前年同月比106.0％とな

っている。

○平成7年度 ○平成23年9月現在（速報値）
被保護人員 約88万2千人 → 被保護人員 約206万6千人
被保護世帯数 約60万2千世帯 被保護世帯数 約149万7千世帯
保護率 7.0‰ 保護率 16.2‰

イ 近年の保護動向の特徴

（ア）世帯類型別世帯数の状況

構成割合でみると、半数近く（42.5％）が高齢者世帯であるが、稼働能力がある者を含

むその他の世帯の伸び率が顕著になっている。

雇用関係指標及び被保護人員の推移

完全失業者数 完全失業率 有効求人倍率 被保護人員
被保護人員対前

年同月比

千人 ％ 倍 人 ％
平成22年度平均 *3,340 *5.1 *0.56 *1,952,063 110.7

平成23年 1月 3,220 4.9 0.61 1,997,363 109.3
平成23年 2月 3,050 4.6 0.62 2,005,862 108.8
平成23年 3月 3,040 4.6 0.63 2,022,258 108.4
平成23年 4月 3,090 4.7 0.61 2,021,412 107.9
平成23年 5月 2,930 4.5 0.61 2,031,587 107.7
平成23年 6月 2,930 4.6 0.63 2,041,592 107.1
平成23年 7月 2,920 4.7 0.64 2,050,495 106.7
平成23年 8月 2,760 4.3 0.66 2,059,871 106.4
平成23年 9月 2,750 4.1 0.67 2,065,896 106.0
資料：労働力調査（総務省）、職業安定業務統計、福祉行政報告例（平成23年4月以降は速報値）
※完全失業者数、完全失業率及び有効求人倍率の月別推移は季節調整値である。
※＊は平成22年平均

伸び率（23.9/7）

世帯数 構成割合(％) 世帯数 構成割合(％) （％）
総数 600,980 100.0 1,491,120 100.0 148.1
高齢者世帯 254,292 42.3 633,393 42.5 149.1
母子世帯 52,373 8.7 113,428 7.6 116.6

 傷病者・障害者世帯 252,688 42.0 490,367 32.9 94.1
その他の世帯 41,627 6.9 253,932 17.0 510.0

資料：福祉行政報告例

※世帯数は保護停止中のものを含まない。※平成17年度より、世帯類型の定義を一部変更。

平成7年度 平成23年9月（速報値）

世帯類型別被保護世帯数
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（イ）世帯人員別世帯数の状況

被保護世帯に占める単身世帯の割合が増加しており、現在被保護単身世帯の割合

は75.7％となっている。特に高齢者世帯においては約９割となっている。

また、その他の世帯に占める単身世帯の割合は、平成７年度には約３割であったが、

平成２３年９月には約７割となっている。

（ウ）生活保護の開始及び廃止状況

保護の開始世帯数については、平成２０年度、平成２１年度と大幅に増加していた

が、平成２２年度は減少に転じた。廃止世帯数については、平成２０年度以降、増加傾

向となっている。(開始世帯数－廃止世帯数)については、平成２０年度より大幅に増加

していたが、平成２２年度は減少に転じた。

世帯類型別被保護世帯数
総 数 高 齢者世 帯 母 子 世 帯 傷病者･障害者世帯 その他の世帯

600,980 254,292 52,373 252,688 41,627
うち単身世帯 431,629 224,104 - 193,235 14,290

(71.8%) (88.1%) (76.5%) (34.3%)
1,491,120 633,393 113,428 490,367 253,932

うち単身世帯 1,128,959 567,447 - 391,603 169,909
(75.7%) (89.6%) (79.9%) (66.9%)

資料：福祉行政報告例（平成23年9月分は速報値）

※平成１７年度より、世帯類型の定義を一部変更。

※世帯数は保護停止中のものを含まない。

※括弧内は単身者世帯割合。
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市部・郡部別被保護人員の年次推移

　 被保護人員

総　数 市　部 郡　部
人 人 人

平成8年度 887,450 749,724 137,726

9 905,589 770,050 135,539

10 946,994 809,882 137,111

11 1,004,472 864,079 140,394

12 1,072,241 926,434 145,806

13 1,148,088 996,085 152,003

14 1,242,723 1,083,142 159,581

15 1,344,327 1,178,016 166,311

16 1,423,388 1,261,038 162,351

17 1,475,838 1,344,391 131,447

18 1,513,892 1,405,999 107,893

19 1,543,321 1,435,824 107,497

20 1,592,620 1,483,332 109,288

21 1,763,572 1,647,827 115,745

22 1,952,063 1,831,371 120,692
資料：福祉行政報告例

0 

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

1,000,000 

1,200,000 

1,400,000 

1,600,000 

1,800,000 

2,000,000 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

人 

年度 

市 部 

郡 部 

平成 

107



都道府県・指定都市・中核市別保護率
平成２２年度

‰
全      国 15.2
大  阪  市 54.9 いわき 市 9.3
札  幌  市 33.8 秋　田　県 9.2
函　館　市 30.9 船　橋　市 9.0
京  都  市 30.2 宮　崎　県 8.6
神  戸  市 29.5 浜  松  市 8.5
堺       市 28.1 横須賀 市 8.2
福  岡  市 25.9 川　越　市 8.1
旭　川　市 25.8 大　津　市 7.9
東大阪 市 25.8 奈　良　県 7.9
尼　崎　市 25.7 山　口　県 7.8
高　知　市 25.3 鳥　取　県 7.8
北九州 市 22.4 京　都　府 7.8
広  島  市 21.2 前　橋　市 7.6
川  崎  市 20.8 神奈川 県 7.5
青　森　市 19.9 愛　媛　県 7.4
長　崎　市 18.9 和歌山 県 7.2
名古屋 市 18.7 埼　玉　県 7.2
横  浜  市 17.2 広　島　県 7.2
鹿児島 市 16.7 千　葉　県 6.8
千  葉  市 16.7 岩　手　県 6.6
岡  山  市 16.7 郡　山　市 6.6
松　山　市 16.5 三　重　県 6.5
福　岡　県 16.3 金　沢　市 6.4
和歌山 市 16.2 柏　 　　市 6.1
北　海　道 16.2 福　島　県 6.1
東　京　都 15.2 宮　城　県 6.0
仙  台  市 15.1 兵　庫　県 5.7
宮　崎　市 14.5 島　根　県 5.7
青　森　県 14.5 茨　城　県 5.7
沖　縄　県 14.5 香　川　県 5.6
熊　本　市 14.4 栃　木　県 5.5
相模原 市 14.4 熊　本　県 5.4
高　知　県 14.3 岡　山　県 5.3
さいたま市 13.2 長　野　市 5.0
大　阪　府 13.2 豊　橋　市 4.8
奈　良　市 13.1 山　梨　県 4.5
徳　島　県 13.0 山　形　県 4.3
大　分　市 12.4 滋　賀　県 4.1
久留米 市 12.4 群　馬　県 4.1
新  潟  市 12.4 岡　崎　市 3.8
大　分　県 12.0 新　潟　県 3.8
秋　田　市 11.8 静　岡　県 3.8
下　関　市 11.8 豊　田　市 3.7
長　崎　県 11.6 愛　知　県 3.7
盛　岡　市 11.3 石　川　県 3.4
高　松　市 11.0 長　野　県 3.4
福　山　市 10.9 富　山　市 3.3
鹿児島 県 10.8 福　井　県 3.2
岐　阜　市 10.7 岐　阜　県 2.2
宇都宮 市 10.7 佐　賀　県 2.1
静  岡  市 10.0 富　山　県 2.1
西　宮　市 10.0
姫　路　市 9.7
倉　敷　市 9.5
高　槻　市 9.5

資料：福祉行政報告例
注）都道府県データは、指定都市及び中核市分を除く。
※保護率の大きい順。
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平成７年度から平成22年度にかけての都道府県・指定都市別保護率の伸び

※伸び（２２’-７’）の大きい順。

平成７年度 平成２２年度 伸び（２２’-７’）
‰ ‰ ‰

全　　　 　国 7.0 15.2 8.2
大 阪 市 18.0 54.9 36.9
札 幌 市 17.0 33.8 16.8
神 戸 市 14.9 29.5 14.6
広 島 市 6.6 21.2 14.6
大 阪 府 8.7 21.3 12.6
千 葉 市 4.6 16.7 12.2
名古屋市 6.6 18.7 12.1
川 崎 市 9.0 20.8 11.9
北 海 道 14.7 26.4 11.7
東 京 都 8.1 19.5 11.4
高 知 県 15.3 26.1 10.8
福 岡 市 15.1 25.9 10.7
横 浜 市 6.9 17.2 10.3
仙 台 市 5.2 15.1 9.9
青 森 県 11.0 20.8 9.7
長 崎 県 10.8 20.0 9.2
京 都 市 21.0 30.2 9.1
沖 縄 県 12.9 20.8 8.0
鹿児島県 10.5 18.0 7.5
兵 庫 県 5.3 12.7 7.4
神奈川県 3.5 10.8 7.3
埼 玉 県 3.1 10.4 7.3
北九州市 15.2 22.4 7.2
徳 島 県 11.3 18.1 6.8
大 分 県 9.4 16.2 6.8
秋 田 県 7.0 13.7 6.7
千 葉 県 3.0 9.7 6.7
和歌山県 7.3 13.8 6.5
福 岡 県 17.5 23.7 6.2
栃 木 県 3.1 9.2 6.2
京 都 府 5.9 12.0 6.2
愛 媛 県 7.8 13.9 6.1
奈 良 県 7.8 13.7 5.8
岩 手 県 5.2 10.9 5.7
広 島 県 6.1 11.8 5.7
宮 崎 県 8.5 14.1 5.6
宮 城 県 3.3 8.5 5.2
福 島 県 4.0 9.2 5.1
鳥 取 県 6.1 11.2 5.1
熊 本 県 7.5 12.0 4.6
茨 城 県 3.1 7.6 4.5
三 重 県 4.7 9.1 4.4
山 口 県 7.8 11.6 3.8
香 川 県 7.4 11.1 3.7
群 馬 県 2.6 6.1 3.5
山 梨 県 2.2 5.7 3.4
愛 知 県 2.0 5.3 3.3
滋 賀 県 4.2 7.4 3.2
島 根 県 4.5 7.6 3.1
岐 阜 県 2.0 5.1 3.1
佐 賀 県 5.8 8.7 3.0
石 川 県 2.7 5.6 2.9
静 岡 県 2.2 5.0 2.9
岡 山 県 6.9 9.8 2.8
長 野 県 2.3 4.9 2.5
山 形 県 3.4 5.5 2.2
福 井 県 2.1 4.1 1.9
新 潟 県 3.2 5.0 1.8
富 山 県 2.0 3.0 1.0

資料：福祉行政報告例
注１）都道府県データは、指定都市分を除く。
　 ２）さいたま市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、堺市、岡山市については、
　　　 平成７年度は指定都市ではないため除外している。
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平成７年度から平成22年度にかけての都道府県・指定都市別保護率の伸び率
※伸び率（２２’／７’）の大きい順。

平成７年度 平成２２年度 伸び率（２２’／７’）
‰ ‰ ％

全 国 7.0 15.2 117.1
千 葉 市 4.6 16.7 264.8
埼 玉 県 3.1 10.4 238.3
千 葉 県 3.0 9.7 221.3
広 島 市 6.6 21.2 220.9
神奈川県 3.5 10.8 209.3
大 阪 市 18.0 54.9 204.8
栃 木 県 3.1 9.2 201.2
仙 台 市 5.2 15.1 188.4
名古屋市 6.6 18.7 184.8
愛 知 県 2.0 5.3 162.8
岐 阜 県 2.0 5.1 157.0
宮 城 県 3.3 8.5 154.8
山 梨 県 2.2 5.7 154.0
横 浜 市 6.9 17.2 149.8
茨 城 県 3.1 7.6 147.2
大 阪 府 8.7 21.3 144.9
東 京 都 8.1 19.5 140.0
兵 庫 県 5.3 12.7 138.9
群 馬 県 2.6 6.1 134.5
川 崎 市 9.0 20.8 132.7
静 岡 県 2.2 5.0 131.4
福 島 県 4.0 9.2 127.4
岩 手 県 5.2 10.9 109.3
石 川 県 2.7 5.6 109.1
長 野 県 2.3 4.9 108.1
京 都 府 5.9 12.0 105.0
札 幌 市 17.0 33.8 98.6
神 戸 市 14.9 29.5 97.7
秋 田 県 7.0 13.7 94.7
三 重 県 4.7 9.1 93.3
広 島 県 6.1 11.8 93.0
福 井 県 2.1 4.1 89.4
和歌山県 7.3 13.8 88.8
青 森 県 11.0 20.8 88.5
長 崎 県 10.8 20.0 84.8
鳥 取 県 6.1 11.2 84.1
北 海 道 14.7 26.4 80.1
愛 媛 県 7.8 13.9 78.5
滋 賀 県 4.2 7.4 77.1
奈 良 県 7.8 13.7 74.1
大 分 県 9.4 16.2 71.8
鹿児島県 10.5 18.0 71.3
福 岡 市 15.1 25.9 70.9
高 知 県 15.3 26.1 70.7
島 根 県 4.5 7.6 68.6
宮 崎 県 8.5 14.1 66.0
山 形 県 3.4 5.5 63.8
沖 縄 県 12.9 20.8 61.9
熊 本 県 7.5 12.0 61.3
徳 島 県 11.3 18.1 60.7
新 潟 県 3.2 5.0 56.0
富 山 県 2.0 3.0 51.8
佐 賀 県 5.8 8.7 51.3
香 川 県 7.4 11.1 50.4
山 口 県 7.8 11.6 48.6
北九州市 15.2 22.4 47.5
京 都 市 21.0 30.2 43.5
岡 山 県 6.9 9.8 40.7
福 岡 県 17.5 23.7 35.7

資料：福祉行政報告例
注１）都道府県データは、指定都市分を除く。
　 ２）さいたま市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、堺市、岡山市については、
　　　 平成７年度は指定都市ではないため除外している。

110



単位：人
0～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平成 2 240,981 25,327 68,332 137,277 169,360 167,286 191,527 1,000,090
3 208,204 23,369 57,268 126,140 161,980 165,536 190,474 932,971
4 182,269 21,644 49,743 115,215 156,591 164,362 190,319 880,143
5 168,649 21,700 46,129 110,187 152,299 167,515 191,301 857,780
6 162,606 22,771 45,189 107,485 153,336 172,391 195,785 859,563
7 155,699 22,916 44,549 104,769 151,706 177,100 199,654 856,393
8 149,768 23,202 44,653 103,955 148,244 183,908 205,801 859,531
9 147,954 24,001 45,846 101,374 150,386 192,356 213,735 875,652
10 151,323 24,936 49,107 97,449 156,507 203,833 225,063 908,218
11 161,083 26,861 53,834 96,756 169,792 216,920 239,333 964,580
12 173,170 28,992 59,908 95,657 183,166 233,208 257,839 1,032,010
13 184,847 30,336 65,997 95,274 193,259 251,062 280,398 1,101,173
14 200,960 32,505 74,321 99,207 204,256 273,213 306,689 1,191,151
15 219,265 34,888 84,072 105,139 218,846 293,555 335,447 1,291,212
16 232,470 35,848 92,139 110,077 227,726 314,502 363,164 1,375,926
17 238,573 36,396 96,122 115,378 232,937 325,563 388,258 1,433,227
18 240,573 36,289 98,843 119,054 239,172 326,175 414,631 1,474,737
19 238,728 36,125 99,962 122,605 235,409 332,255 437,576 1,502,660
20 238,308 36,646 100,431 130,228 227,426 342,318 462,536 1,537,893
21年   254,767 43,064 112,174 153,005 241,623 378,662 490,356 1,673,651

構成割合（％） 15.2% 2.6% 6.7% 9.1% 14.4% 22.6% 29.3% 100.0%
資料：被保護者全国一斉調査（基礎）
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福
祉

介
護

人
材

確
保
対
策

に
つ
い
て

関
係
団
体
等
が
参
加
す
る
協
議
会
の
設
置
や

体
的
な
広
報
に
よ
る
効
果
的
な

福
祉

・
介

護
人

材
確

保
対

策
連

携
強

化
事

業

目
的

福
祉
・
介

護
人

材
確

保
対
策
に
つ
い
て
、
関
係
団
体
等
が
参
加
す
る
協
議
会
の
設
置
や

、
一
体
的
な
広
報
に
よ
る
効
果
的
な

周
知
と
参
加
者
の
円
滑
な
確
保
、
求
職
者
の
就
業
動
向
等
の
把
握
、
各
事
業
の
実
績
把
握
と
効
果
の
検
証
等
を
一
元
的
に
実
施

し
、
事
業
の
連
携
強
化
、
相
乗
効
果
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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ﾀ
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ﾄ
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施
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管
内

関
係
機

関
市

町
村

一
体

的
な
広

報
に
よ
る

参
加
人
数
や
開
催
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催
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介
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付
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程
）
 

の
い
ず
れ
か
に
入
学
す
る
者
の
う
ち
、

 
 

 
今
般
の
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
学
生
全
員
を
想
定

 
（
従
前
の
貸
付
要
件
で
選
定
さ
れ
な
か
っ
た
学
生
も

含
む
。
）
 

実
務
者
研
修
受
講
者
を
追
加

 

実
施
主
体

 
都
道
府
県

、
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
団
体

 
都

道
府

県
が

適
当

と
認

め
る
団

体
 

「
従
来
か
ら
の
制
度
」
と
同
じ

 

貸
付
限
度
額

 

①
 月
額
５
万
円

 
②

 入
学
準
備
金
２
０
万
円

(初
回
に
限
る
。

) 
③

 就
職
準
備
金
２
０
万
円

(最
終
回
に
限
る
。

) 
同
左

 
一
人
当
た
り

2
0
万
円

 

貸
付
利
子

 
無
利
子

 
同
左

 
同
左

 

返
還
方
法

 
都
道
府
県
が
設
定
す
る
期
間
内
に
、
都

道
府
県
が
設
定

す
る
金
額
を
返
還

 
同
左

 
同
左

 

返
還
免
除

 

①
 
養
成
施
設
等
の
卒
業
の
日
か
ら
１
年
（
国
家
試
験
に

不
合
格
と
な
っ
た
場
合
等
に
は
３
年
）
以
内
に
、

 
②

  
貸
付
を
受
け
た
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て

 
③

 
受
験
資
格
の
対
象
と
な
る
介
護
又
は
相
談
援
助
の

業
務
に
従
事
し
、

 
④

  
以
後
５
年
間
当
該
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

 

同
左

 

左
記
②
に
つ
い
て
、

 
法
人
に
お
け
る
人
事
異
動
等
の
場

合
や
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
３

県
で
従
事
し
た
場
合
に
、
都
道
府

県
区
域
外
で
も
返
還
免
除
と
す
る

よ
う
緩
和

 

○
 

平
成

2
3

年
度

第
３

次
補

正
予

算
に

お
い

て
、

被
災

し
た

学
生

を
対

象
に

貸
付

要
件

を
緩

和
し

、
被

災
学

生
全

員
を

貸
付

対
象

に
出

来
る

よ
う

介
護

福
祉

士
等

修
学

資
金

の
積

み
増

し
を

行
っ

た
。

 
○

 
ま

た
、

平
成

2
4

年
度

予
算

案
に

お
い

て
は

、
実

務
者

研
修

受
講

者
を

貸
付

対
象

に
追

加
す

る
予

定
。
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